
レンタル規約

株式会社エンブレム ゆるスポーツ用具レンタル規約

第1条（基本事項）

1. 本「レンタル規約」を承認のうえで「ご利用登録書」により申込するものとし、株式会社エンブレム（以下「当社」という）が

ご利用登録書に基づき所定の確認手続きを行い、当社が認めた方をお客さま（以下「お客さま」という）という。当社の手続き

によりレンタルできないとされた場合は、異議申立できない。また、個人のお客さまの申込の場合は、免許証又はパスポートな

どの公的書面の写しを提出し、年齢等により親権者等の方の同意が必要な場合は、当社はその確認を行う場合がある。

2. お客さまは、当社から「ゆるスポーツ用具レンタル商品（以下「商品」という）」の賃貸（以下「レンタル」という）を受けら

れるものとする。

3. 当社は、お客さまの利用申込みに基づき貸し出しする商品を正常な状態で貸し出す義務を負うものとする。万一、引き渡した商

品に異常があった場合は、速やかに同類の商品と交換するものとする。ただし、同類の商品在庫がなかった場合については、レ

ンタル料金を返却するものとする。

第2条（レンタル期間）

レンタル期間は、請求書または納品書に記載したとおりとする。

お客さまは、レンタル期間内に商品を返却するものとする。

レンタル期間の延長は、レンタル期間内にお客さまが当社へ連絡し、当社がそれを認めた場合に限りできるものとする。

レンタル期間延長により発生するレンタル料金は期間延長に応じて定められた料金とする。

第3条（貸出数の制限）

商品は、在庫等により貸出数量が制限されても異議ないものとする。

第4条（レンタル料金）

レンタル料金は、レンタル期間に応じて定められた料金とし、請求書または納品書に記載したものとする。

第5条（支払方法）

レンタル料金（配送引取料金、消費税を含む）は、原則として現金による前払いとする。但し、支払方法を別途取り決めている場合

はそれに従うものとする。

第6条（延滞料金）

レンタル期間満了日（お客さまの返却予定日）を過ぎて返却された場合は、別途定める延滞料金を支払うものとする。

第7条（中途解約）

レンタル期間の途中で商品を返却した場合であってもレンタル料金の一部返却または割引は行わないものとする。

第8条（商品の保全）

1. 当社は、随時商品の保管状況の点検または報告をお客さまに求めることができるものとする。

2. お客さまは、商品に添付してある当社の所有物である旨のステッカーを保守する義務を負うものとする。

3. お客さまは、商品を第三者に譲渡したり、転貸、質入れ、担保権の設定等をすることはできないものとする。

4. お客さまは、商品について第三者からの差押、その他法律的、事実的侵害が発生した時、またはその恐れがある場合は、直ちに

その旨を当社に通知しなければならない。

5. お客さまは、当社の承諾なく、商品に他の商品を付着（付合物）、改造、性能等の変更または別途取り決めた使用場所の変更は

できないものとする。

6. 商品の引渡後のトラブルにより発生した損害については、当社は一切の責任を負わないものとする。

7. お客さまは、当社に届け出ている住所等に変更があった場合は、速やかに届け出なければならないものとする。

第9条（商品の滅失、顕損等）

レンタル中に生じた商品の滅失、毀損（通常の使用による損耗、減耗は除く）等については、原則として同等商品との取替えに要す

る費用または修理代金に相当する費用全額をお客さまが負担するものとする。

紛失、盗難、天災等で商品に異常が発生した場合は、遅滞なく当社に報告するものとする。
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第10条（契約の解除）

1. お客さまが、本規約の規定に違反した場合または当社の債権保全上のために必要と認められる場合は、当社は通知、催告なしで

商品の引き揚げまたは返還の請求を行い、レンタル契約の解除ができるものとする。

2. 前項によって当社が商品の返還を請求したときは、お客さまは直ちに商品を返却しなければならない。

第11条（管轄裁判所）

本規約に基づくレンタル契約に関して裁判手続きの必要が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。

第12条（協議事項)

本規約に定めのない事項が生じた場合および本規約の解釈に疑義が生じた場合は、当社とお客さまの間で協議し解決するものとする。

第13条（個人情報の取扱い）

当社はお客さまの個人情報については、お客さまと当社の間のレンタル契約の締結ならびにレンタル契約後の当社の権利の保存、

管理、変更および権利行使、当社の提供するレンタルサービスの提供、レンタル契約に関するアフターサービスの提供の目的範

囲内で利用する。

但し、以下の事例に該当する場合は開示することがある。

法令に基づく特例の規程、裁判所や警察等の公的機関から要請があった場合

お客さまの生命、財産を損なうおそれがあり、お客さまの同意が得ることができない場合

法令や当社レンタル規約、注意事項に反する行動から、当社の権利、財産またはサービスを保護する必要があり、お客さまの同

意を得ることができない場合

第14条（住民票の取り寄せ）

個人のお客さまのご利用で、商品の返却日を過ぎても商品が返却されず、お客さまからの連絡もなく且つ、当社からの連絡がつかな

い状態であることが判明した場合は、当社がお客さまの住民票を取り寄せることに同意します。

第15条（反社会的勢力の排除）

1. 当社及びお客さまは、それぞれの相手方に対し次の各号の事項を確約する。

① 自らが、暴力団（その団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をい

う。以下同じ）、暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が

経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の

遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいう。）、総会屋もしくはこれらに

準ずる者またはその構成員（以下、「反社会的勢力」という）ではないこと。

② 法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう）が、反社会的勢力ではないこと。

③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、当社商品の利用をするものでないこと。

④ 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと

Ａ．相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為

Ｂ．偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

第16条（禁止事項）

1. お客さまは、商品を利用するにあたり、次の各号に該当する行為、またはそのおそれがある行為をしてはならない。

① 商業利用を目的とする行為、または商業用の広告宣伝を目的とした行為

② 第三者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはその恐れのある行為

③ 公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為

④ 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為

⑤ その他、当社が不適切と判断する行為



巨大スポーツかるた レンタル申込書

ゆるスポーツ事務局（代行：株式会社エンブレム）御中

私は下記契約事項を承諾のうえ、巨大スポーツかるたのレンタルを申し込みます。

申込日： 年 月 日

使用団体名 印

代表者名（必須） 印

送付先住所（必須） 〒

電話番号（必須） 固定電話 （ ） 緊急連絡先 （ ）

メールアドレス（必須）

レンタル期間（必須） 年 月 日 ～ 月 日

受取希望日時（必須） 年 月 日 午前 / 午後

身分証明書（必須） 写真のコピーを添付してください。 □免許証 □パスポート □保険証

■レンタル金額（2泊3日） 33,000円(税込)
※レンタルかるたの発送は「着払い」/ご返却は「元払い」でお願いします

■お振込先 三井住友銀行 渋谷駅前支店 普通預金 3639492 株式会社エンブレム

※振込手数料はご負担頂きますよう、お願いいたします。

※ご入金が確認でき次第、かるたを発送します。

※イベント実施5営業日前までにご入金頂くようお願いいたします。

■返却先 東京都港区芝2丁目2-15 ＳＴＫビル6Ｆ

株式会社エンブレム内 ゆるスポーツ事務局

TEL：03-5419-2041 / FAX：03-5419-2042

■契約事項

• お申し込みは日本在住の方に限らせていただきます。また発送先も国内に限ります。

• 巨大スポーツかるたが破損、紛失、盗難された場合、修理・再製作費用を実費にてご請求させて

頂きます。

• レンタル期間を過ぎた場合、1日につき11,000円（税込）の超過料金が発生します。

• 巨大スポーツかるた使用中に怪我などの損害が発生した場合において、株式会社エンブレムおよ

び、ゆるスポーツ協会は一切責任を負いません。

• 屋内またはフットサルコートのような汚れがつかない場所での使用に限らせて頂きます。

保護者同意欄

印保護者様氏名

申込み書送付先FAX：03-5419-2042

●下記必須項目は必ず記入してください。

申込者が未成年(20歳未満)の場合、下記に保護者の方の同意のサインをご記載ください。

※基本的には使用日前日受取ですが、

ご希望の日時ある場合はご記入ください。


